
規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一―

七
八 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
｜
四

三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
の
う
ち
事
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受
け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

829e019e-c33f-4ea8-b5db-256be437e8b0


		Motohiro Ohno
	2026-03-30T15:54:15+0900
	2026-03-30 15:53:35 +09:00 JSTに承認しました


	



